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序文 

 本文書は、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会（以下「協議

会」という。）が管理運営する規格・認証スキームである「マリン・エコラベル・

ジャパン（ＭＥＬ）（以下「ＭＥＬ」という。）」の信頼性や品質の確保とその向

上に資することを目的として策定されたものである。 

 協議会は、それぞれの事業者を対象として、生産段階に係る認証規格と流通

加工段階に係る認証規格の２種類の規格を策定しており、本文書は、これら規

格のレビュー、改訂や、新規格の開発を実施する際のしかるべき規則や手順を

定めるとともに、ＭＥＬに関する認定・認証業務を実施する第三者機関の要件

を規定している。 

 協議会は、本文書に定める規定を着実に実行することにより、ＭＥＬの品質

維持や信頼性確保に努めるとともに、認証を取得した事業者の取組が広く評価

されるよう、生産・加工・流通・消費の各段階における信頼関係の構築に努め

る。 

 

１. 総則 

 本文書は、協議会の組織構造、規格の開発または改訂（以下「規格開発等」

という。）の手順とその管理運営に関する要件並びに認定機関・認証機関の要件

を規定し、ＭＥＬの信頼性及び品質の確保とそれらの向上に資することを目的

とする。 

 

２. 組織構造 

2.1 スキームオーナー 

 協議会は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年六月二

日法律第四十八号）」に基づき平成２８年１２月２日に設立された、法人格を有

する組織であり、ＭＥＬのスキームオーナーである。協議会会員は、各業界及

び地理的に均衡の取れた利害関係者の代表により構成される。 

2.2 管理運営体制 

 協議会は、次に掲げる３つの組織から成る管理運営体制を有し、必要に応じ、

理事会の決議を経て委員会又は専門部会を設けることができる。 

2.2.1 総会 

 総会は、協議会の最高意思決定機関であり、定款第 12条に基づき、次に掲げ

る事項について決議する。 

 ○ 会員の除名 

 ○ 理事及び監事の選任又は解任 

 ○ 理事及び監事の報酬等の額 

 ○ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 



 

 

 ○ 定款の変更 

 ○ 解散及び残余財産の処分 

 ○ その他本協議会の運営に関する重要な事項 

 ○ その他総会で決議するものとして法令又は協議会定款で定められた事項 

2.2.2 理事会 

 理事会は、定款第 30条に基づき、協議会の業務執行の決定や理事の職務執行

の監督のほか、会長、副会長及び専務理事（業務執行理事）の選定及び解職を

行う。 

2.2.3 事務局 

 事務局は、定款第 41条に基づき設置され、協議会の事務を遂行する。 

 

３. 規格の策定と管理運営 

3.1規格開発等の手順 

 協議会は、規格開発等にあたっては、次に掲げるプロセスにより実施するこ

ととする。 

手順１（規格委員会の設置） 

 協議会は、委員会設置要領を作成又は改訂し、定款第 40 条及びこの要領に基づ

き規格委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 委員会の委員は、水産業、加工流通業、環境団体、消費者団体及び学識経験者等

から構成され、理事会の決議を経て会長が委嘱する。なお、委員会は、必要に応じ

て作業部会を設置することができる。 

手順２（規格委員会開催の公告） 

 委員会は、検討する規格の概要、スケジュール、実施手順及び協議手順その他規

格開発等を実施するにあたって必要となる文書を作成し、委員会設置要領とともに

ウェブ上に掲載する。なお、これらの詳細については、別に定める。また、規格を

改訂する場合は、すべての既認証取得者に対し、改訂する旨と新規格への移行期間

を通知する。 

手順３（規格原案の作成） 

 委員会は、委員全員の合意に基づいた規格原案を作成する。規格原案の作成にあ

たっては、ISO/IEC Guide59 等の国際標準を最大限遵守し、明確で分かりやすい表

現を用いることに留意する。詳細については、別に定める。 

手順４（意見公募） 

 委員会は、規格原案に対する意見を匿名可能な方法で 60 日以上の募集期間を設

けて公募する。なお、公募に先立ち、委員会は、意見公募の実施を公告する。 

手順５（規格最終案の作成） 

 委員会は、意見の反映等規格原案の精査を行い、規格最終案を作成する。なお、

公募期間中に受理した意見は、匿名事項に配慮しつつ、ウェブ上に公表する。 



 

 

手順６（実行可能性の検証） 

 委員会は、規格最終案の実行可能性を検証する。万一規格最終案が実行可能でな

いとの結果に至った場合には当該規格最終案を差し戻し、再度検討を行う。 

手順７（総会の承認と掲載） 

 協議会は、総会を招集して規格最終案を審議し、承認の可否を決定する。承認の

可否は、可能な限り全会一致とするが、全会一致が成立し得ないと認められる場合

は、定款第 17条第１項の規定により決議を実施する。総会により承認された場合、

協議会は速やかに承認された規格をウェブ上に掲載し、否決された場合、当該規格

最終案を差し戻し、再度検討を行う。 

3.2 文書の保管 

 協議会は、規格開発等の際に作成した文書や関係者リストその他重要な文書

については、５年以上保管する。 

3.3 規格のレビュー 

 協議会は、規格の妥当性及び有効性を確保するため、５年毎に１回以上規格

委員会を開催して規格のレビューを実施し、レビュー結果報告書を作成する。

当該報告書は理事会において審議され、審議の結果、規格の改訂が必要と認め

られる場合には、3.1の手順に従い規格の改訂を行う。 

3.4 移行期間 

移行期間は、生産段階および流通加工段階認証ともに原則３年とする。 

 

４. ロゴマークの位置づけと使用管理等 

 協議会のロゴマークは、日本国商標法に基づき商標として登録されている。 

 なお、ロゴマークの使用管理等については別に定める。 

 

５. 問合せ等 

 規格開発等及び規格・認証スキームの管理運営に関する問合せ、苦情や異議

申立ての事務については、協議会事務局において対応する。 

 苦情等の対応手順については、別に定める。 

 

６. 認証スキームの管理運営 

6.1 認定機関・認証機関の選定 

 協議会は、認証スキームの品質と信頼性の確保のため、6.2に掲げる要件を満

たす認定機関、6.3に掲げる要件を満たす認証機関とのみ契約又は覚書を交わし、

認定又は認証業務を依頼する。 

6.2 認定機関の要件 

6.2.1 認定機関の位置づけ 

 認定機関は、国際認定機関フォーラム（IAF）の国際相互承認協定（MLA）に



 

 

署名している組織に限る。 

6.2.2 ISO/IEC 17011:2004の遵守 

 認定機関は、ISO/IEC 17011:2004 の規定を遵守し、組織体制の透明性が確保

され、認定業務にあたっては、すべての認証機関に対し、条件を付すことなく

認定サービスを利用できるようにしなければならない。 

6.3 認証機関の要件 

6.3.1 認証機関の区分 

 認証機関は、生産段階に係る認証規格に基づいて認証を実施する認証機関及

び流通加工段階に係る認証規格に基づいて認証を実施する認証機関並びにそれ

ら両方の認証を実施する認証機関に区分する。 

6.3.2 ISO/IEC 17065:2012への適合 

 認証機関は、6.2 の要件を満たす認定機関により ISO/IEC 17065:2012 に適合

していると認定された組織、あるいは認定されると見込まれる組織に限る。な

お、具体的な認証機関に対する要求事項については、別に定める。 

 

７．細則 

 この規則の施行に関し、必要な事項について細則を別に定める。 

 

附 則 
この規則は、２０１６年１２月２２日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、２０１７年 ３月２４日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、２０１７年１０月 ３日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、２０１８年 ３月 ９日から施行する。 

 


